
該当団体数 33 33 33 33 33 0 23 15 16 28 30 29 2 3 3 3 7 30 3 7 0 1 0 3 3

岩手県 盛岡市 学務教職員課 学事助成係 019-639-9044 edu.gakumu@city.morioka.iwate.jp
http://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate
/kyoiku/1021976.html ○ ○ ○ ○ ○

進級及び入学時に制度利用の希望を取
り，希望者に学校から説明を行う。 ○

岩手県 宮古市 教育委員会学校教育課 0193-68-9116 gakkyo@city.miyako.lg.jp http://www.city.miyako.iwate.jp ○ ○ ○ ○ 平易な文面、図の使用 ○
岩手県 大船渡市 学校教育課 0192-27-3111 ofu_ga-kyo@city.ofunato.iwate.jp http://www.city.ofunato.iwate.jp ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 花巻市 教育委員会学務管理課 0198-45-1311 gakumu@city.hanamaki.iwate.jp
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/
shogakko/149/p002279.html ○ ○ ○ ○ ○

市内小中学校を通じて全保護者へ就学援
助制度についてのチラシを配布している。
（２学期末から３学期始め頃） ○ ○

岩手県 北上市
北上市教育委員会 教育部 学校教
育課

0197-72-8259（直
通） gakkyo@city.kitakami.iwate.jp

http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/201
4060901595/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 久慈市
教育委員会 教育総務課 学校事務
係 0194-52-2154 gakuji@city.kuji.iwate.jp http://www.city.kuji.iwate.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

制度の周知チラシやホームページには、
援助対象となる年間収入の目安額等を記
載している。 ○

岩手県 遠野市 教育委員会事務局 学校教育課 0198-62-4412 kyomu@city.tono.iwate.jp https://www.city.tono.iwate.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 一関市
一関市教育委員会事務局学校教育課
学校教育係 0191-21-2111 gakkyo@city.ichinoseki.iwate.jp http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 陸前高田市 学校教育課 0192-54-2111 gakkyo@city.rikuzentakata.iwate.jp

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kate
gorie/kyouiku-sports/school/syuugaku-
enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 釜石市 釜石市教委員会事務局学校教育課 0193-22-8833 gakko@city.kamaishi.iwate.jp
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/haguku
mu/kyoiku/index.html ○ ○ ○ ○ ○

・目につきやすいタイトルや平易な文面
の使用
・援助対象となる年間所得の目安額等を
記載 ○ ○

岩手県 二戸市 教育委員会事務局 教育企画課 0195-23-3481 gakkou@city.ninohe.iwate.jp http://www.edu.city.ninohe.iwate.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岩手県 八幡平市 教育総務課 0195-74-2111 kyousou@city.hatimanntai.lg.jp http://www.city.hachimantai.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 奥州市
奥州市教育委員会事務局 学校教育
課 0197-35-2111 gakkyou1@city.oshu.iwate.jp http://www.city.oshu.iwate.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 滝沢市 教育総務課 019-656-6584 gakumu@city.takizawa.iwate.jp http//www.city.takizawa.iwate.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 雫石町 雫石町教育委員会 学校教育課 019-692-6412 gakkyou@town.shizukuishi.iwate.jp
http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/top.h
tml ○ ○ ○ ○

就学時健診の際に、就学援助制度（入学
前支給）の案内を配布 ○ ○

就学時健診の際に、教育委員会から制度
案内と併せて申請書を配布

岩手県 葛巻町 葛巻町教育委員会 0195-66-2111
kuzumaki0901@town.kuzumaki.iwat
e.jp http://www.town.kuzumaki.iwate.jp ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 岩手町 岩手町教育委員会事務局 0195-62-2111 gakkyo-1@town.iwate.lg.jp http://town.iwate.iwate.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 紫波町 紫波町教育委員会 学務課 019-672-5219 gakumu@town.shiwa.iwate.jp http://www.office.shiwacho.ed.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 矢巾町 学務課 019-611-2648 yahaba-gakumu@town.yahaba.lg.jp http://www.town.yahaba.iwate.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 西和賀町 西和賀町教育委員会学務課 0197-85-2337 gakumu@town.nishiwaga.lg.jp https://www.town.nishiwaga.lg.jp ○ ○

岩手県 金ケ崎町 教育委員会 0197-42-2111 kyouiku@town.kanegasaki.iwate.jp http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 平泉町
平泉町教育委員会事務局 学校教育
係 0191-46-5576 kyoiku@town.hiraizumi.iwate.jp

http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.c
fm/23,0,110,207,html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

当該年度認定世帯については、次年度申
込み開始時に教育委員会より直接申請書
を送付

岩手県 住田町 教育委員会 学校教育係 0192-46-3863 kyoumi@town.sumita.lg.jp http://www.town.sumita.iwate.jp/ 〇 ○ ○ ○ ○

岩手県 大槌町 大槌町教育委員会事務局学務課 0193-42-6100 gakumu5@town.otsuchi.iwate.jp
http://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/d
ocs/2012030500120/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 山田町 山田町教育委員会 0193-82-3111 sasayuki-xu@town.yamada.iwate.jp http://www.town.yamada.iwate.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岩手県 岩泉町 教育委員会事務局 教育指導室 0194-22-2111 ホームページ内問い合わせフォーム http://www.town.iwaizumi.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ 転入者への就学援助制度の説明 ○

岩手県 田野畑村 田野畑村教育委員会事務局 0194-34-2226 masaki-k@vill.tanohata.iwate.jp
https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/20
15072800159/ ○ ○

小学校 １校、中学校 １校なので、全
児童・生徒の保護者に対し、希望調査票
を配付し、希望の有無について全世帯か
ら確認をとっている。 ○

岩手県 普代村
普代村教育委員会事務局 学校教育
係 0194-35-2711 f-kyouiku@vill.fudai.lg.jp http://www.vill.fudai.iwate.jp ○ ○ ○

入学前に子ども園で就学援助制度の書類
を配布 ○

岩手県 軽米町
軽米町教育委員会事務局 教育総務
担当 0195-46-4743 kyouiku@town.karumai.iwate.jp

http://www.town.karumai.iwate.jp/educati
on/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 野田村
野田村教育委員会事務局 学校教育
班 0194-78-2936 kyoiku_school@vill.noda.iwate.jp

http://www.vill.noda.iwate.jp/gakkoukyouik
uhann/254.html ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 九戸村 教育総務班 0195-42-2111 kyoiku-somu@vill.kunohe.lg.jp http://www.vill.kunohe.iwate.jp ○ ○ ○ ○

岩手県 洋野町 総務学校課 0094-65-5920 soumugakko@town.hirono.iwate.jp
http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/201
2121800283/ ○ ○ ○ ○ ○

援助対象となる年間収入の目安額等を記
載 ○ ○

福祉相談、納税相談等を受けた担当課と
連携し、必要に応じ教育委員会が相談を
受け申請書を直接配布

岩手県 一戸町 一戸町教育委員会 学校教育課 0195-33-2111
hatayama-
tomoe@town.ichinohe.lg.jp

http://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_cent
er/06_education/01_singaku.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○

①都道府県 ②市町村名

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ 平成３０年度就学援助制度の実施について

オ．制度
案内等は
行わず，
各学校で
希望者に
対して申
請書を配
布

カ．制度
案内等は
行わず，
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配布

キ．その
他（内容
を２．
（２）に
記入して
くださ
い。）

ク．保護
者向け説
明会を実
施するよ
う各学校
へ指導

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

キ．教職
員向け説
明会を実
施

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）ケの内容 （３）就学援助制度周知の工夫

（１）就学援助制度の申請書の配付方法（あてはまるもの全てに○）

（２）キの内容

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

ケ．その
他
→（２）

ア．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に各
学校から
申請書を
配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配
布

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしく
は保護者
に申請書
を配布



該当団体数 33

岩手県 盛岡市

岩手県 宮古市
岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市

岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市

岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町

岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町
岩手県 住田町

岩手県 大槌町

岩手県 山田町
岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町

岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

①都道府県 ②市町村名

Ⅲ 就学
援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

20 18 16 14 12 24 7 3 12 14 9 5 13 6 18 8 4 0 15 30 30 30 30 30 0 0 6 15 33 33

○ ○ 〇 1.3 その他 25 4 325 教育長が特に必要と認めた者 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 24 4 390 教育長が特に必要と認めた者。 15%未満 15%未満
○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 30 4 315 15%未満 15%未満

○ 1.3 その他 25 7 420 給与収入（税引き前） 10%未満 10%未満

○ 1.4 その他 30 4 334
事業所得、給与収入（税引き前）及びその他の収入（非課税収入
を含む）の合計額から社会保険料等を控除した額 10%未満 10%未満

○ ○ ○ 1.3 その他 25 1 380

基準根拠（課税所得等の分類）は、総収入額としている。
また、自営業（農業）収入については、必要経費控除後の金額を
基準としている。 25%未満 25%未満

○ ○ ○ 1.3 課税所得 29 6 330 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 1.3 総所得（諸控除前） 29 4 290 経済的に困窮しており、就学に支障があると市長が認める者 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 28 4 354
経済的理由で就学が困難な家庭（学校長の意見等を参考に総合的に判
断） 10%未満 15%未満

○ ○ ○ 1.3 課税所得 24 4 330 教育委員会が特に認めるもの 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 329 教育長が特に必要と認めたもの 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 30 5 290 20%未満 20%未満

○ 1.2 課税所得 25 4 341 10%未満 10%未満

○ ○ 1.3 課税所得 25 7 329 教育長が特に就学援助の必要があると認めた者 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 24 12 313 教育長が特に必要と認めた者 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 総所得（諸控除前） 30 4 215 教育長が特に就学援助の必要があると認めた者 15%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 25 4 232
災害その他特別な事情により、児童生徒の就学に支障があると認められ
る者 15%未満 15%未満

○ 1.2 課税所得 25 7 284 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 300 災害等で被害を被り、生活が困窮していると認められる者 10%未満 10%未満

○ 1.2
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 215 15%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 25 4 334 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ 1.2 総所得（諸控除前） 30 2 265 経済的に困窮しており、就学に支障があると教育委員会が認める世帯 15%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 30 4 284 10%未満 10%未満

○ 1.1 その他 24 7 260 全ての所得（非課税所得を含む） 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 総所得（諸控除前） 29 12 280 15%未満 15%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 27 4 242 その他町長が就学援助費の支給が特に必要と認めるもの。 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 総所得（諸控除前） 28 4 260 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 母子又は父子家庭であり、前年の所得が125万円以下の世帯 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満
○ ○ ○ 1.5 その他 29 6 410 総収入を基準根拠としている 15%未満 15%未満

○ ○ 1.3 その他 30 2 350
事業所得、給与収入から基礎控除額を控除した額及びその他の収
入（非課税収入を含む）の合計額から社会保険料を控除した額 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 313 その他教育長が特に必要と認めた者 15%未満 15%未満

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準

（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額
（年額）

係数
（倍率）
倍

目安額
（年額）
万円

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け



該当団体数 33

岩手県 盛岡市

岩手県 宮古市
岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市

岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市

岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町

岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町
岩手県 住田町

岩手県 大槌町

岩手県 山田町
岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町

岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 1 1 1 32 32 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 13 13 0 1 1 1 0 0 2 27 28 0 6 6 6 0 0 0 17

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21520 ○ 28,992 「平均支給額」欄は，平成30年度に予算計上した単価にて記入。

○ 18,000 ○ 40,600 ○ 21,376
クラブ活動費、生徒会費、PTA会費は学用品費に含む形で支給してい
る。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 39,290 ○ 21,490 21,490 支給平均額は３０年予算計上単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 22,623
・通学費は費目対象としているが実績がない。
・修学旅行費については支給平均額欄に予算計上単価を記載。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ ○ 22,000

通学費：市単独事業（遠距離通学支援）を実施している
支給平均額：執行見込額による記入が困難なため30年度予算に計上し
た単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 30,000 通学費について、支給費目としているが支給実績なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 8000 ○ 27,460 通学費、修学旅行費の平均支給額は、平成29年度実績による。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,236

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,118

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 24,000 通学費はスクールバスを運行しているため支給実績なし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 25941 ○ 30,560
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 30,000 通学費は支給要綱の費目に入っているが、支給実績はなし。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 11400 ○ 20,450

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 12877 ○ 23,860

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 29,275

○ 11,100 ○ 19,900 ○ 18000 ○ 40,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 26,792

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 26,419

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 20,470 〇 0 ○ 28,404
通学費の費目はあるが、スクールバスを利用して全児童生徒が通学し
ており、対象となる公共交通機関を利用しての通学はないため0円。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490 支給平均額については平成29年度実績と基に平均した数値とする。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,393
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 32,300

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 28,000 支給平均額については、30年度予算に計上した単価を記入。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 28,000 支給平均額は30年度予算に計上した単価
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 26,645 修学旅行費の支給平均額は29年度より算出。

○ 15,220 14,724 ○ 40,600 ○ 20,883
学用品費：5学年(5名)76,100円/1～6学年（18名）265,040円＝28.71%
※1学年：12,990円、2～6学年：15,220円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 31,600 通学費：実績なし
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 28,404

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 〇 ○ 28,863

・支給平均額については、平成29年度の実績額をもとに計上した。
・通学費については、徒歩等で通学している場合、距離に応じて決め
た金額を支給している。（通学費補助に関する規定により）

719,653

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数 33

岩手県 盛岡市

岩手県 宮古市
岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市

岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市

岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町

岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町
岩手県 住田町

岩手県 大槌町

岩手県 山田町
岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町

岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 1 1 1 32 32 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 14 14 0 1 1 1 0 0 2 27 28 0 5 5 5 1 1 0 18

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 71673 「平均支給額」欄は，平成30年度に予算計上した単価にて記入。

○ 38,000 ○ 47,400 ○ 43910
クラブ活動費、生徒会費、PTA会費は学用品費に含める形で支給してい
る。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79410 79410 ○ 57590 57590 支給平均額は３０年予算計上単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 69375
・通学費は費目対象としているが実績がない。
・修学旅行費については支給平均額欄に予算計上単価を記載。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ ○ 61000

・通学費：市単独事業（遠距離通学支援）を実施している
・支給平均額：執行見込額による記入が困難なため30年度予算に計上
した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 75000 通学費について、支給費目としているが支給実績なし

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 70318
・修学旅行費の平均支給額は、平成29年度実績額による。
・通学費については、平成29年度に実績額がなかったものである。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 71121

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65202

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 71000 通学費はスクールバスを運行しているため支給実績なし

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 664 ○ 71517
○ 22,320 ○ 47,400 〇 0 ○ 65750 通学費は支給要綱の費目に入っているが、支給実績はなし。

○ 22,320 ○ 47,400 〇 90288 ○ 66876

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 70726 通学費は、平成29年度支給実績なし

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70278

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 0 ○ 70000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 66806

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 74002

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

〇 22,320 〇 23,550 〇 0 ○ 64237
通学費の費目はあるが、スクールバスを利用して全児童生徒が通学して
おり、対象となる公共交通機関を利用しての通学はないため０円。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590 支給平均額については平成29年度実績を基に平均とした数値とする。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65024
○ 22,320 ○ 47,400 〇 65710

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 90000 支給平均額については、30年度予算に計上した単価を記入。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70000 支給平均額は30年度予算に計上した単価
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 70816 修学旅行費の支給平均額は29年度より算出。

○ 26,820 26,374 ○ 47,400 ○ 67000

学用品費：2学年（6名)160,920円/1・3学年（10名）263,740円＝
61.01%
※1学年：26,820円、2.3学年：24,590円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 55700

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 73000 通学費：実績なし
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 68148

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 〇 ○ 69271

・支給平均額については、平成29年度の実績額をもとに計上した。
・通学費については、徒歩等で通学している場合、距離に応じて決めた
金額を支給している。（通学費補助に関する規定により）

1857760

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

修学旅行費



該当団体数 33

岩手県 盛岡市

岩手県 宮古市
岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市

岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市

岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町

岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町
岩手県 住田町

岩手県 大槌町

岩手県 山田町
岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町

岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

①都道府県 ②市町村名

Ⅵ 自由記述欄

0 0 1 1 3 0 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

○

○
○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○
○

○

〇

○

○

○

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・学用品等のリサイクルバザー（無償）

○

〇

○

○
○

○

新入学児童を対象に算数セット等学用品一式と運動着一式を２団
体より支援してもらっている。（平成２３年度～平成２９年度）
※教育委員会が窓口

○
○

○

○

○

○
〇

○ ○

○

Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に
対する貴市町村の取組・対応について，これまでの回答へ
の補足

（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成


